
 新旧対照表 太陽光発電設備からの電力買取に関する契約約款（湘南の再エネマルシェ）2025年 6月 1 日実施  

現行 変更後（2025 年 6 月 1 日実施） 

 
７ 受給契約の成立および契約期間  
（２）契約期間は，次によります。  

イ) 契約期間は，受給契約が成立した日から，その受
給契約成立の日が属する年度の末日までといたしま
す。  
ロ) 契約期間満了に先だって，発電者と当社の双方
が，受給契約の廃止または変更について申入れを行な
わない場合は，受給契約は，契約期間満了後も１年ご
とにこの約款に定める条件で継続されるものといたし
ます。  
ハ) イ)およびロ)にかかわらず，電気需給契約または
接続供給契約がいずれも消滅した場合には，受給契約
も同時に消滅するものといたします。  

 
16 料 金  
料金は，その１月の受給電力量に，次の料金単価を乗

じてえた金額といたします。  
（１）料金単価は、当社が別紙１に定める調達価格とし，
非化石価値等の相当額を含むものといたします。  

（２）当社は需給状況や電源調達環境等に応じて，調達価
格を変更する場合があります。この場合には，変更の１
か月前までに変更後の調達価格および適用開始時期を，
当社ホームページ上でのお知らせ等，適切な方法により
お知らせいたします。  

 
 36 受給契約の解約  

 （新設） 
（６） 発電者の都合により契約満了日に先だってこの受
給契約を解約する場合、契約期中解約に係る事務手数料
として最終の支払金額から差引くことで税込 5,000 円を 

 
 
附則  
 １ 実施期日  
 この約款は、2024年 4月 1 日から実施いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙 
料金 調達価格について  
 1 調達価格  
調達価格は、1 キロワット時あたり以下といたします。  

種  類  調達価格（円/kWh）  

買取のみのご契約  ８．６０  

特別な取組を含むご契約  別途協議  

※調達価格は消費税（10％）相当額を含みます 
  
 
 
２ 料金  
料金算定は、以下により算出します。  
料金（円）＝調達価格（円 /kWh）×受給電力量
（kWh）   
 

 
７ 受給契約の成立および契約期間  
（２）契約期間は，次によります。  

イ) 契約期間は，受給契約が成立した日から，その受
給契約成立の日が属する年度の末日までといたしま
す。  
ロ) 契約期間満了に先だって，発電者と当社の双方
が，受給契約の廃止または変更について契約満了の 1
ヵ月前までに申入れを行なわない場合は，受給契約
は，契約期間満了後も１年ごとにこの約款に定める条
件で継続されるものといたします。  
ハ) イ)およびロ)にかかわらず，電気需給契約または
接続供給契約がいずれも消滅した場合には，受給契約
も同時に消滅するものといたします。  

 
16 料 金  
料金は，その１月の受給電力量に，次の料金単価を乗

じてえた金額といたします。  
（１）料金単価は、当社が別紙１に定める買取価格と
し，非化石価値等の相当額を含むものといたします。  

（２）当社は需給状況や電源環境等に応じて，買取価格
を変更する場合があります。この場合には，変更の１か
月前までに変更後の買取価格および適用開始時期を，当
社ホームページ上でのお知らせ等，適切な方法によりお
知らせいたします。  

 
 
36 受給契約の解約  
（６） 発電者の都合により契約満了日に先だってこの受
給契約を解約する場合、契約期中解約に係る事務手数料
として最終の支払金額から差引くことで税込 5,000 円を
申し受けます。差引後の支払金額がゼロ以下となる場合
はそれ以上の請求はされません。 

 
 
附則  
 １ 実施期日  
 この約款は、2025 年 6 月 1 日から実施いたします。た
だし、別紙（３）に付記していました「（注）上記１及
び２に従い、毎月の支払が１万円を超える見込みである
と当社が判断した場合は、検針を毎月行い、翌々月末日
までに支払うものとします。」の削除は、9 月 1 日から適
用するものとします。また、36 受給契約の解約（６）
は、この実施日以前に契約された発電者に対しては 2026
年 4月 1 日から適用するものとします。 
 
２ 湘南の再エネマルシェ プラス 
 この受給契約を申込む発電者さまが、同一地点におい
て当社の電気需給サービス（高圧区分、低圧区分のいず
れに拠らない）をご契約中の場合、別紙１に「湘南の再
エネマルシェ プラス」として定める買取価格を加算して
算定いたします。なお、加算される買取価格を変更する
場合は本約款 16に準じて変更いたします。 
 
 
 
別紙 
料金 買取価格について  
 1 買取価格  
買取価格は、1 キロワット時あたり以下といたします。  

種  類  買取価格（円/kWh）  

湘南の再エネマルシェ ８．６０ 

湘南の再エネマルシェプラス ５．４０ 

特別な取組を含むご契約  別途協議  

※買取価格は消費税（10％）相当額を含みます 
  
２ 料金  
料金算定は、以下により算出します。  
料金（円）＝買取価格（円 /kWh）×受給電力量
（kWh）   
 



 新旧対照表 太陽光発電設備からの電力買取に関する契約約款（湘南の再エネマルシェ）2025年 6月 1 日実施  

３ 料金支払  
検針日区分  支払期日  

3 月 1 日～8月 31 日  10 月末日  

9 月 1 日～2月 28（29）日  4 月末日  

（注）上記１及び２に従い、毎月の支払が１万円を超える
見込みであると当社が判断した場合は、検針を毎月行
い、翌々月末日までに支払うものとします。  

 

３ 料金支払  
検針日区分  支払期日  

3 月 1 日～8月 31 日  10 月末日  

9 月 1 日～2月 28（29）日  4 月末日  

 

 


